
公立大学法人横浜市立大学債券の取得手続きに関する要領 

 

制  定 平成 19 年 １ 月４ 日 

最近改正 令和 ７ 年 ５ 月１ 日 

 

（目的） 

第１条 この要領は、公立大学法人横浜市立大学資金運用規程（以下「運用規程」と

いう。）第５条第２項第１号に定める運用に際して、その発注実務に関する事項を

定め、有利な条件での取得に努め、資金の適正かつ効率的な運用を図ることを目的

とする。 

（競争入札方式） 

第２条 公立大学法人横浜市立大学（以下「法人」という。）が実施する債券の取得

においては、原則、指名競争入札方式を採用する。  

（発注業者） 

第３条 法人が指名する競争入札参加者は３社以上を指定する。  

（発注業者に対する入札の条件提示） 

第４条 新発債券（以下、「新発債」という）及び既発債券（以下、「既発債」という）

は、区分して発注する。 

２ 新発債は銘柄を指定する。 

３ 新発債及び既発債の区分に合わせて、競争入札参加者に対し、様式１に定めると

おり、条件を提示する。 

（回答様式） 

第５条 新発債及び既発債の区分に合わせて、様式２を回答様式とする。 

（発注先の決定方法）  

第６条 発注業者の決定方法は、以下のとおりとする。  

(1) 新発債の場合、次のとおり決定する。 

ア 法人において資金運用業務に関係しない職員の立ち合いのもと抽選して決定

する。 

(2) 既発債の場合、次のとおり決定する。 

ア 最終利益が最も高い参加者に決定する。 

イ 最終利益が同額だった場合、法人において資金運用業務に関係しない職員の立

ち合いのもと抽選して決定する。 

 

附 則 

この要領は、平成19年１月４日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 



附 則  

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要領は、令和７年５月１日から施行する。 







（様式２-１） 

 

                          令和  年  月  日 

 

公立大学法人横浜市立大学 

理事長 

 

                       住所 

                       商号又は名称 

 

 

参 加 意 向 申 出 書 

 

 

 次の件について、参加を申込みます。 

 

 

 件名： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        連絡担当者 

                        所属 

                        氏名 

                        電話 

                        Ｅｍａｉｌ 
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